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お知らせ 

 
 
 
 

箱根ハイキング 募集のお知らせ 
 
 
 
 
 

コロナ感染拡大予防の為 

換気 手洗い 消毒 施術中のマスクを推奨します 
施術者 お客様を守るため今一度見直しお願いします 

 
 
 
 
 
 
 

 

 振込口座  横浜銀行 さがみ野支店 

  店番  453  口座番号  1209145 
  口座名義  厚木地区美容業組合 代表 葉山喜義 
 

 
 
 
 
 
 



- 2 -

２０２３年 ８月  
 

日  月  火  水  木  金  土  

  1  2  3  4  5  
 
 
 

 
 
 

精華園 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  
 
 
 

 
 
 

紅梅 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  

 
 
 

三役会 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

メール便 
発送予定日 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 7  2 8  2 9  3 0  3 1    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

規約改正 
委員会 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

２０２３年 ９月  
 

日  月  火  水  木  金  土  

     1  2  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3  4  5  6  7  8  9  
 
 
 

 
 
 

精華園 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  
 
 
 

三役会 
 
 

紅梅 
 
 

 
 
 

県央ブロック 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
 
 
 

 
 
 

ＫＢＫ理事会 
 

 

メール便 
発送予定日 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  
 
 
 

ＫＢＫ 
改革委員会 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 1  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



- 3 -

 
 

－組合報告－ 
 
福祉共催 
 互助会 

    
 

 
 退会 
 

美容室 アダム＆イヴ 大矢百合子先生が廃業につき７月末退会されました 
名簿の訂正お願いします 
 

 ７月１１日 
 
 
 
 

紅梅学園 奉仕カット 
時間  ９時３０分～１１時３０分  カット人数 ３５名 
 
ヘアプロスパー ３名、アトリエ、以上４名 無事終了しました。 
 

 ７月２０日 
 
 
 
 
 

県央ブロック会議＆納涼会 開催 
会場 町田   時間 １９：３０～２１：３０ 
厚木より 葉山 瀬戸 渡来 原 以上４名出席 
 
県央ブロック役員の親睦を図るため居酒屋で行いました 
 

 ７月２５日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBK令和5年度 理事支部長会 開催  
  
日時：受付：13時～ 開会：13時30分～  場所：横浜技能文化会館 
   厚木より瀬戸 葉山出席 
 
（1） 組合の魅力と組合員の利点  
（2） 組合組織の現状  
（3） 次世代型組織の在り方  
（4） 財政面からの改革  
（5） デジタル化に対応した組織  
上記５つのグループに分かれて討議致しました 
 

 ７月２５日 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBK 第2回組織改革委員会 開催 
 
時間 17時30分〜19時   場所 KBK研修スタジオ 
県央ブロックから 原、金井出席 
 
次回委員会開催予定 
令和5年9月25日(月)  時間 19時〜20時30分  場所 KBK研修スタジオ 
 
 

 ８月 １日 
 
 
 

生活衛生同業組合中央会 会長表彰 
 
授賞式 ８月１日  厚木より原勇先生が受賞されました 
 

 ８月 １日 
 
 
 

精華園奉仕カット 
時間  A M9時２５〜１１時25分   人数 １１名 
担当 ビューティーサロン  S HＯ W  ２名 参加 
 

 ８月 ８日 
 
 
 
 
 

紅梅学園奉仕カット 
時間  ９時３０分～１２時  カット人数４５名 
装美   フルフル   絵夢   飛鳥   アトリエ 以上５名参加 
無事終了しました。暑い中みんな頑張りました。  
 
 

 ８月１４日 
 
 
 
 
 

三役会 開催 
 会場 えびなビナレッジ  時間  １９：００～２１：００ 
  瀬戸 葉山 渡来 小橋 遠藤 原     以上 ６名出席 
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８月 １４日 
８月 ３１日 
９月 １４日 
９月 １９日 
９月 ２５日 

  今後の役員予定について 
 
   三役会            瀬戸 葉山 渡来 小橋 遠藤 原 
厚木美容規約改正委員会  瀬戸 葉山 渡来 小橋 遠藤 原 
県央ブロック          瀬戸 葉山 渡来 原 
ＫＢＫ理事会               葉山 
KBK 組織改革委員会        原  

 
 
 

－今後の予定＆お知らせ－ 
 

  会計より  
 お知らせ   
 
 
 
 
 
 

組合費その他自動引き落としの件 
８月１０日に引き落としがありました。  
詳しくは会計瀬戸までご連絡下さい。ＴＥＬ０９０－８５６３－３９５８ 
 
口座の残高不足で引き落としが出来ない方が多数ございます 
毎月８日までに残高確認をお願いします 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箱根ハイキングのお知らせ  箱根の石仏巡り 
 
いつも鎌倉ハイキングでガイドして頂く大貫先生に今回は箱根をガイドして頂きます  
  
 日時  １０月１０日 （火曜日）   
集合時間 集合場所  小田急小田原駅改札口 １０：００スタート  
  
バス 芦ノ湯→元箱根石仏群→歴史館→バスで元箱根(昼食)→ 
箱根神社→バス で小田原駅→解散15：00 
 
会費 ２０００円   申し込み締め切り  ９月３０日 
昼食 各自自由    
 
ご不明な点は 福利厚生部長 原 または支部長瀬戸までご連絡下さい 

０９０－８５６３－３９５８ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クローズドマートについて 
これは参加型ＳＤＧＳで社会貢献型職域販売です 
 
限られた登録団体にのみ販売が許されたネット販売で 
 
賞味期限間近のモノや包装箱等が傷物であったり 
通常流通では販売できないモノや廃棄する商品を格安で購入できます 
 
興味のある方は下記の法人コードを入力後 
個人登録してご利用下さい 
 
尚、トラブル等は組合では一切関与致しません 個人の判断でご利用ください 
 
実例）エバラ焼き肉のタレ １本 １００円 
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鎌倉 箱根ハイキング 

募集のお知らせ 

 

箱根の石仏巡り 

 

いつも鎌倉ハイキングでガイドして頂く大貫先生に 

今回は箱根をガイドして頂きます 

  
 日時  １０月１０日 （火曜日） 

   

 集合時間 集合場所  小田急小田原駅改札口  １０：００スタート  
 

 会費    ２０００円（講師料 拝観料含む） 交通費 自己負担 
 

 持ち物    飲み物              昼食 各自自由 
 
 

  申し込み締め切り  ９月３０日 
 
 

 バス 芦ノ湯→元箱根石仏群→歴史館→バスで元箱根(昼食)→ 
 

 箱根神社→バス で小田原駅→解散 15：00 
 
 
 
 
 

ご不明な点は 福利厚生部長 原 または支部長瀬戸までご連絡下さい 
０９０－８５６３－３９５８ 

 
 
 
 

箱根ハイキング 申し込み用紙 
 
         

氏名 
                         

サロン名 
             

参加人数 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

TEL＆携帯 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
支払い方法 
 

 
当日現金 

 

 
 
 

 その他 
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厚木地区美容業組合 公式LINE開設のお知らせ 
☆厚木地区美容業組合は組合員に新しい情報を伝えるために 
電話による連絡網と月一の会報「美なう」の配布をしてますが 
この度迅速に発信していくため公式ラインを開設しました。 
LINEをされてる方はお友だち登録をお願いします 
https://lin.ee/y7SCiaT 
今現在３６名登録 
 
 

 
令和 5 年 3 月 13 日よりマスクの着用は「個人の判断に委ねる」ことになりました 

 
1.「個人の判断」ということは、お店として「着用のお願い」はしなくて良いですが、 
一方で高齢者や持病をお持ちの方など、感染リスクの高い方々への 
配慮も必要であることは忘れないようにしましょう。 
 
2.「マスクの着用」をお店としてお願いしてはいけないの？ 
 
今般の見直しでは、事業者の対応について「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、 
利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される」としています。 
従って、これまで通り利用者にマスクの着用を求めることは認められますが、「個人の判断に委 
ねる」ことが基本とされているため、強制・強要することはできません。 
 
3. マスク着用をお願いし、マスクをしないことを理由に入店を断った場合、 
 
「個人の判断だ」と苦情を言われた場合、どのように対応すればいいの？ 
お店としての利用の条件（現金決済のみ、キャッシュレス決済のみ、ドレスコード等の条件と 
同じようにマスク着用を求める）を設けることは可能です。その上で、以下のような理由でマス 
クの着用について強制するのではなく、感染防止対策としてお店の利用条件とさせていただいて 
いることを丁寧にお知らせしましょう。 
 
4. 従業員にマスクの着用を求めることは、「強制」や「強要」になりますか？ 
 
個人の判断に委ねることを基本としているため、着用を拒む従業員に対して無理やりマスクの 
着用を求めることは「強制」や「強要」になってしまいます。 
しかし、事業所として事業を継続していくためには、以下のような点について取り組んでいく 
必要がありますので、その点を従業員に丁寧に説明し理解を得たうえで従業員自身の意思により 
マスクを着用してもらうよう指導していきましょう。 
 
5. マスク着用のお願いを掲示しなくても良いのですか？ 
 
個人の判断に委ねることを基本とするため、3 月 13 日以降はマスク着用のお願いを掲示しなく 
ても問題はありません。 
しかし、マスクの着用の考え方は見直されましたが、新型コロナウイルスが無くなったわけで 
はありません。「大声での会話を慎むこと」や「咳エチケットの励行」は引き続きお店としてもお 
客さまに求めていきましょう。 
 
 
 
 組合のメリットは沢山ありますが それを拾うか見過ごすかは本人次第です 
 この投稿を読まれた方は一つメリットに気がつくはずです 
 読まなかった方は残念ですが一つメリットを落とした事になります 
 一つでも多くメリットを拾って明日の営業の糧にして頂けたら幸いです 
     組合では皆さんからの記事の投稿を募集してます 
  お仕事関係でも、お料理レシピでも何でもかまいません 
  郵送でもfaxでもメールでもLINEでも、何でもかまいませんお待ちしてます！！ 
  尚、記載記事に関して批評 誹謗中傷は受け付けません 
    楽しい投稿お待ちしてます！！ 
詳しくは瀬戸支部長まで FAX ０４６-４０４-７２０３ メール s-seto@nifty.ne.jp 

 
 

https://lin.ee/y7SCiaT

